
社　名 住　所 連絡先
村山商店 和邇中 077-594-1779

㈱タケハラ 真野五丁目 077-572-0667

㈲ブルー資源 本堅田三丁目 077-572-0731

黒田紙業㈱ 木の岡町 077-572-8117

金田商事 柳川二丁目 077-527-1055

㈲西村商店 朝日が丘一丁目 077-523-2133

西山商店 昭和町 077-523-1408

㈲福山商会 御殿浜 077-537-1734

エコ商会 国分一丁目 077-533-6318

㈲岩本商会 瀬田一丁目 080-8313-9892

㈱木下カンセー 大萱一丁目 077-543-2663

大津紙業所 月輪一丁目 077-545-9402

～補助金制度のご案内～ 大津市集団資源回収促進事業補助金

地域の集団資源回収
古紙・古布・アルミ缶などは、地域の集団資源回収にご協力ください。

　 ポイント

　 ポイント

　 ポイント

●集団資源回収は、自治会や子ども会などの団体ごとに実施していただいています。団
体ごとに決められた日時・場所に出してください。
●団体によって、回収しているものや、出し方に多少の違いがあります。
●回収量に応じて補助金を交付しています。補助金は団体の活動資金として活用されます。

●雑誌・雑がみ

●アルミ缶

●古布

●新聞

●段ボール

お菓子の箱、ティッシュの箱、
ノート、メモ、包装紙、紙袋、
ラップの芯、はがき、手紙、
封筒など

衣類、セーター、シーツ、
布団カバー、タオル、
タオルケット、ハンカチ、
着物など

・ メモなど細かいものは、雑誌などの間に挟んだ
り、紙袋にまとめて出してください。

・ 汚れや匂いのついたもの、カーボン紙などの禁
忌品（P10参照）は出せませんので、「燃やせ
るごみ」に出してください。

・ 中を水洗いして、小さくつぶして
ひとつの袋にまとめて出してください。

・ スチール缶を混ぜたり、たばこの吸いがらなど
異物が入ったものは出さないでください。

汚れたもの、じゅうたん、マット、布団、まくら、ぬ
いぐるみ、靴、ウェットスーツなどは出せません。

大津市では、集団資源回収を実施してごみ減量と資
源化にご協力いただいている団体に対して、回収量
に応じて補助金を出して活動を応援しています。
引越してこられた方などは、積極的に参加をお願い
いたします。
また、地域などで新たに集団資源回収を実施しよう
と思われている方は、廃棄物減量推進課または右
記の指定業者にお問い合わせください。
ぜひ積極的にご参加をお願いします。
お問い合わせは
 大津市廃棄物減量推進課 

☎077-528-2802 まで

セーター

古着

雑誌

ティッシュの箱

大津市指定回収業者 集団資源回収を始める時、回収日や回収場所を増やす時、
回収品目を増やす時などお気軽にご相談ください。
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